
＜申込み・問合せ先＞ 

西部北地域包括支援センター   ☎ 0568-54-1113 
（石橋・中之郷・宇福寺・北野・法成寺・鍜治ケ一色・徳重・弥勒寺・山之腰） 

西部南地域包括支援センター   ☎ 0568-54-5571 
（九之坪・加島新田・野崎・沖村・西之保・西春駅前）         

中部地域包括支援センター    ☎ 0568-21-1733  
（鹿田・久地野・二子・井瀬木） 

東部地域包括支援センター    ☎ 0568-27-2751 
 （薬師寺・熊之庄・能田・片場・六ツ師・高田寺） 

 

北名古屋市役所 高齢福祉課 地域包括ケア推進室 ☎ 0568-22-1111  

 

 

 

ね こ の て  

（住民主体訪問サービス） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用できる方 

①介護保険で要支援に認定されている方 

②基本チェックリストで事業対象者と判定された方 

※利用開始後、介護度が要介護になった場合も継続して利用で

きる場合があります。 

利用回数 週１回まで 

利用料 
１回 ３０分未満のサービス１００円 

１回 ３０分以上６０分未満のサービス２００円 

サービス内容 

・買い物、掃除、洗濯、調理、ふとん干し、ごみ出し 等 

（ボランティア団体等によって、サービス提供内容が異なります。） 

※更衣や排泄の介助等、身体に触れる支援はできません。 

利用について 

・地域包括支援センター、又は担当のケアマネジャーに申請書

を提出します。 

・地域包括支援センター、又はケアマネジャーが生活状況を確

認（アセスメント）します。また、半年ごとに生活状況の確

認も行います。 

留意事項 

・介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス（リハビ

リテーション専門職訪問事業を除く）との併用はできません。 

・利用期間中に住所や状況が変わった場合は、連絡が必要です。 

北名古屋市に登録したボランティア団体等が利用者さんのお宅に伺い、買い物、

掃除、調理などの日常生活を支援します。 

サービスを利用しながら、生活の自立を目指していきましょう。 

 


